
防災情報プラットフォーム構築及び運用保守業務に係る意見招請　寄せらせた意見及び三重県の考え方

No 書類名
ページ数/
機能要件No

意　見 三重県の考え方
仕様書修正・
追記有無

仕様書変更前 仕様書変更後

1 00_仕様書案 P4
第3 2 (2) ア

「契約締結日(令和7年9月末を想定)から令和8年11月30日ま
でに本システムのリリースまでの作業を行うこと。構築工程の詳
細は受託者からの提案に基づき、契約後に調整することとする
が、令和8年3月31日までを一次開発、令和8年4月1日以降を
二次開発として、それぞれ設計・構築の成果をまとめること。」と
ございますが、基本設計、詳細設計、製造・試験等、各フェーズ
ごとに成果を纏めるもので宜しかったでしょうか。（2段階リリー
スの意図ではない旨の念のための確認となります。）

年度ごとに成果物を納入いただく必要があるため、令和7年度分を「一次開
発」、令和8年度を「二次開発」と呼称しているにすぎず、2サイクル開発工程
を繰り返す対応を必須とはしていません。
なお、契約日から令和8年11月30日までの開発工程の進め方は提案いただ
くものとしており、2サイクル開発工程を繰り返す提案を否定するものではあ
りません。

無

2 00_仕様書案 P7
第5 1

「24時間365日常時稼働すること」となっておりますが、連携す
る他システムや対外システムのメンテナンスなどで連携が取れな
い場合などが想定されます。常時稼働はしていますが、連携相
手システム等の事前に予定したメンテナンス時間や防災情報プ
ラットフォーム連携サーバのメンテンナンス時間など正確に連携
がとれないなどが発生すると考えられるため、「予定しているメン
テナンス時間を除く」などの記載を追記することは、可能でしょう
か。

ご意見を踏まえ、受託者に責のない場合や事前に承認したメンテナンスに係
る考え方を仕様書に追記します。

有 00_仕様書案
第５　非機能要件
1. システム稼働時間
ア． 24時間365日常時稼働すること。

00_仕様書案
第５　非機能要件
1. システム稼働時間
ア． 事前に委託者が認めたメンテナンスを除き、24時間365日常時稼働するこ
と。
なお、メンテナンスの実施については、「第７ 運用保守要件　12. メンテナンス作
業の実施」を参照のこと。
また、連携相手方の障害やメンテナンスによる停止により該当のデータ連携が一
時停止した場合であっても、当該データ連携のみに影響を留め、本システムへ
のログインや各種データ登録、被害・避難情報の公開などは正常に実行できるこ
と。

3 00_仕様書案 P8
第5 4 イ

「レスポンス時間３秒以内」とありますが、利用者環境（ＰＣ、ス
マートフォンの性能や、利用回線の品質・状況）が関係すると思
われますが、
「いかなる利用環境であっても３秒以内」との要件でしょうか。

ご意見を踏まえ、レスポンス時間の考え方を仕様書に追記します。 有 00_仕様書案
第５　非機能要件
4. 規模・性能要件
下表の規模・性能要件を満たすシステムとすること。

00_仕様書案
第５　非機能要件
4. 規模・性能要件
下表の規模・性能要件を満たすシステムとすること。なお、レスポンス時間は本シ
ステムがリクエストを受信してからレスポンスを送信するまでの時間とし、クライ
アントの処理やネットワーク伝送時間を含まないものとする。

4 00_仕様書案 P8
第5 5 ア

「ア　障害に伴う～99.995%以上を目標値とする。」とあります
が、他システムや他のネットワーク環境に帰する障害によるシス
テム停止も想定されます。そのため、「他システムや他ネットワー
ク環境の障害に帰する障害は除く」などの記載を追記することは
可能でしょうか。

ご意見を踏まえ、受託者に責のない場合や事前に承認したメンテナンスに係
る考え方を仕様書に追記します。

有 00_仕様書案
第５　非機能要件
5. 信頼性要件
ア．障害に伴うシステム停止は年1回以内、年間の累計停止時間は1時間以内、
年間稼働率99.995%以上を目標値とする。

00_仕様書案
第５　非機能要件
5. 信頼性要件
ア．障害に伴うシステム停止は年1回以内、年間の累計停止時間は1時間以内、
年間稼働率99.995%以上を目標値とする。ただし、受託者が準備する本シス
テムの構成要素以外が原因となる停止時間や、事前に委託者が認めたメンテナ
ンス時間は停止時間に含まないものとする。なお、メンテナンスの実施について
は、「第７ 運用保守要件　12. メンテナンス作業の実施」を参照のこと。

5 01_仕様書案別紙1(防災情報
システム機能要件)
02_仕様書案別紙2(情報公開
システム機能要件)
03_仕様書案別紙3(職員参集
システム機能要件)

前回のRFIの仕様から増加している機能が一定数あり、加点対
象機能で必須機能ではないものの、弊社としては開発期間と費
用の観点から実現が難しい機能が多いと考えております。
これらにつきまして、項目を必要最低限に絞っていただく等の配
慮をいただくことは可能でしょうか。

機能要件にて必須としていないものは、いずれも実現できれば有用と考えて
おります。
その実現可否は事業者によって異なると考えているため、提案項目とし、本
県にとってよりよい提案を高く評価することとします。
なお、ご意見を踏まえ、構築期間に余裕を持たせるため、必須としていない機
能要件は令和8年11月30日以降の実装も可とするよう仕様書に追記しま
す。

有 00_仕様書案
第３　業務概要
2. 業務内容、履行期間、履行場所
(2) 履行期間
契約締結日から令和13年11月30日まで。
なお、履行期間内で以下の通り作業を行うこと。
ア． 契約締結日(令和7年9月末を想定)から令和8年11月30日までに本システ
ムのリリースまでの作業を行うこと。構築工程の詳細は受託者からの提案に基
づき、契約後に調整することとするが、令和8年3月31日までを一次開発、令和
8年4月1日以降を二次開発として、それぞれ設計・構築の成果をまとめること。

00_仕様書案
第３　業務概要
2. 業務内容、履行期間、履行場所
(2) 履行期間
契約締結日から令和13年11月30日まで。
なお、履行期間内で以下の通り作業を行うこと。
ア． 契約締結日(令和7年9月末を想定)から令和8年11月30日までに本システ
ムのリリースまでの作業を行うこと。構築工程の詳細は受託者からの提案に基
づき、契約後に調整することとするが、令和8年3月31日までを一次開発、令和
8年4月1日以降を二次開発として、それぞれ設計・構築の成果をまとめること。
なお、機能要件にて必須としていない項目に関して委託者が認めた場合は、令
和8年11月30日以降のリリースも可とする。

6 01_仕様書案別紙1(防災情報
システム機能要件)

P4
No61

「ファイル取込の際、既に入力されているデータとの差分を判断
して、本システム内のデータを更新すること。」についてお尋ねし
ます。
「差分を判断」はシステムによる自動処理でしょうか。

差分の判断はシステムによる自動処理とします。 無

7 01_仕様書案別紙1(防災情報
システム機能要件)

P4
No63

市町が独自に導入しているシステムにおけるデータ形式が一様
ではないと考えられますが、すべてのデータ形式に対応すること
を想定されているでしょうか。
また、将来的なデータ形式変更についてはどのような対応をお
考えでしょうか。

多くの形式に対応できる方が望ましいと考えています。
また、将来的なデータ形式変更に関しては、その規模に応じてシステム改修
対応となることも考えられますが、No62の実現可否も踏まえ、本県にとって
より良い提案を高く評価することとします。

無

8 01_仕様書案別紙1(防災情報
システム機能要件)

P5
No65-67

内閣府総合防災情報システム（SOBO-WEB）については
2025/5時点で送受信ともに対応予定は多くあるものの、実態
として配信されていない、送信できないデータが多くある認識で
す。必要な情報をある程度想定して記載いただきつつ、それが
現時点で対応していない場合は、「未確定情報については別途
協議の上確定とする」等の記載を頂くことは可能でしょうか。

本システムの本稼働までにSOBO-WEBにて扱う情報の変動があることも
考えられることから、ご意見を踏まえ、対象とするSOBO-WEBとの連携項
目について構築時に委託者が指定するよう仕様書に追記します。

有 01_仕様書案別紙1(防災情報システム機能要件)
No65
内閣府総合防災情報システム（SOBO-WEB）との必要な情報連携を双方向に
て実装すること。

01_仕様書案別紙1(防災情報システム機能要件)
No65
内閣府総合防災情報システム（SOBO-WEB）との必要な情報連携を双方向に
て実装すること。なお、連携する情報の種類はSOBO-WEBの対応状況を踏ま
え、構築時に委託者が指定するものとする。

9 01_仕様書案別紙1(防災情報
システム機能要件)

P5
No67

SOBO-WEBにて扱われる災害対応基本共有情報（EEI）は多
岐に渡りますが、全ての項目を本システムの取扱対象とするお
考えでしょうか。

災害対応基本共有情報（EEI）にて都道府県防災情報システムから提供され
ることとされている情報は、本システムから送信できるよう対応が必要と考え
ています。
ただし、EEIの内容が今後変更になることも考えられることから、構築時の状
況を踏まえ、協議のうえ決定するよう仕様書に追記します。
なお、No67に記載の通り、物資調達・輸送調整等支援システムや
EMIS/D24Hから提供されるデータに関しては本システムでの入力は不要
です。

有 同上 同上

10 01_仕様書案別紙1(防災情報
システム機能要件)

P7
No107

「河川、道路ライブカメラの情報が参照可能」とある件、カメラ情
報をシステムに取り込むにあたり、WEBスクレピングの手法で
は仕様変更や、先方から回避されるなど、懸念が多いと考えられ
ます。システム間連携をお考えでしょうか。

河川、道路ライブカメラの画像の本システムへの取込は想定しておらず、利
用者が対象のカメラを選択した際に、設置主体が提供するウェブページの該
当画像を表示されることができれば問題ありません。

無



No 書類名
ページ数/
機能要件No

意　見 三重県の考え方
仕様書修正・
追記有無

仕様書変更前 仕様書変更後

11 01_仕様書案別紙1(防災情報
システム機能要件)

P8
No113-114

「位置情報付きの衛星写真や航空写真の画像ファイル」とありま
すがどの様な形式での「位置情報」でしょうか。JPG形式のExif
情報でしょうか。

衛星写真、航空写真についてはGeoTIFF形式、ワールドファイル付き画像
ファイルの他、WMSにて提供される情報を想定しており、仕様に追記しま
す。
また、ご意見にあるExif情報付き画像ファイルへの対応は地上で撮影した現
場写真の投稿などで有用だと思われるため、新規項目として追加します。

有 01_仕様書案別紙1(防災情報システム機能要件)
No113
位置情報付きの衛星写真や航空写真の画像ファイルを地図上に重ね合わせて
登録・表示できること。その際、地図の拡大・縮小に合わせて画像がリサイズして
表示できること。

01_仕様書案別紙1(防災情報システム機能要件)
No113
位置情報付きの衛星写真や航空写真の画像ファイルを地図上に重ね合わせて
登録・表示できること。その際、地図の拡大・縮小に合わせて画像がリサイズして
表示できること。位置情報付きの衛星写真や航空写真の形式はGeoTiff形式、
ワールドファイル付き画像ファイルの他、WMSにて提供される情報を想定してい
る。
（新規項目）
Exif情報付き画像ファイルの地理情報を読み取り、撮影場所に紐づいた登録が
できること。

12 01_仕様書案別紙1(防災情報
システム機能要件)

P11
No174

「消防庁第４号様式（その２）」については「第４号様式（その2）
別紙」も集計作成の対象と思われますが相違ないでしょうか。

「消防庁第4号様式（その2）及び消防庁第4号様式(その2)別紙をExcel形
式にてファイル出力できること」と機能要件に記載しており、消防庁第4号様
式(その2)別紙も自動集計の対象です。

無

13 01_仕様書案別紙1(防災情報
システム機能要件)

P18
No278

緊急速報メール（エリアメール）の自動発信については対象の事
象が増えるとそれだけシステム構築が必要となります。（例えば
津波警報だと気象庁発表電文の区分、対象の海岸線、新規発
表、継続報、解除報の区別などになるが、これが土砂災害警戒
区域になると見る観点が変わります。）
緊急速報メールの影響度の都合上、汎用的にしておくことが難
しいと考えられるのである程度対象の電文は明確に頂きたいと
考えますが如何でしょうか。

ご意見を踏まえ、緊急速報メールの対象として、津波関連情報に基づいた実
行とする旨、仕様に追記します。

有 01_仕様書案別紙1(防災情報システム機能要件)
No278
事前に設定した事象発生時もしくは事前に設定した条件に一致した場合に事前
に設定した本文及びアカウント、配信地域にて自動で緊急速報メール（エリア
メール）の発信ができること。（例：津波警報発表時に県のカウントで○○市・○
○町に発信、さらに2時間後に津波警報が継続している場合に再度別の本文の
内容を発信）

01_仕様書案別紙1(防災情報システム機能要件)
No278
事前に設定した事象発生時もしくは事前に設定した条件に一致した場合に事前
に設定した本文及びアカウント、配信地域にて自動で緊急速報メール（エリア
メール）の発信ができること。本機能は津波関連情報に基づいた実行を前提とす
る。（例：津波警報発表時に県のカウントで○○市・○○町に発信、さらに2時間
後に津波警報が継続している場合に再度別の本文の内容を発信）

14 04_仕様書案別紙4(データ連
携一覧)

No8 現在EMIS(広域災害救急医療情報システム)の運用が終了し、
新たなEMIS代替サービスが検討されており、連携手段につい
ては未定となります。（現時点では未確定ではありますが、新
SOBO等での連携が可能と考えられます。）そのため、仕様書に
おいては、別途協議の上確定する等の記載で如何でしょうか。

EMISは令和7年度から新たなシステム（名称は引き続き「EMIS」）が運用さ
れており、更新後のEMISにおいてデータ連携のインターフェイスが実装さ
れれていると認識しています。
EMISからのデータ取得は、ご意見の通りSOBO-WEB経由でのデータ取
得も可能とされていることから、必要な情報の取得が可能な場合は、EMIS
直接/SOBO-WEB経由のいずれかにてEMIS情報の取得を行うこととしま
す。
なお、EMISからは各医療機関が入力した情報の取得を想定しています。

有 04_仕様書案別紙4(データ連携一覧)
No8 EMIS情報の備考
ウェブ上に公開されている情報を参照し、GIS上に表示

04_仕様書案別紙4(データ連携一覧)
No8 EMIS情報の備考
ウェブ上に公開されている情報を参照し、GIS上に表示
必要な情報の取得が可能な場合はSOBO-WEBからのデータ取得でも可

15 04_仕様書案別紙4(データ連
携一覧)

No9 JAXA衛星画像については、近年新規追加は認められない場
合が多くなっております。念のため、貴県より更改においても継
続して利用して問題が無いかご確認を頂けますでしょうか。もし
くは、仕様書においては、別途協議の上確定する等の記載で如
何でしょうか。

JAXA衛星画像については、システム更新後も継続してデータ連携できる
見込みです。

無

16 ― ― 応募形態について特段の記載がありませんが、JVによる参加は
可能でしょうか。

今回の意見招請は仕様書に関する意見を募るものであり、参加要件に関す
る意見は対象外です。
JV参加可否を含め、参加要件は公告時にお示しします。

無


